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高 知 県 南 海 ト ラ フ 地 震 に よ る 災 害 に 強 い 地 域 社 会 づ く り 条 例 施

行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 29年 ３ 月 28日  

高 知 県 知 事  尾 﨑  正 直  

高 知 県 規 則 第高 知 県 規 則 第高 知 県 規 則 第高 知 県 規 則 第 171 71 71 7号号号号     

高 知 県 南 海 ト ラ フ 地 震 に よ る 災 害 に 強 い 地 域 社 会 づ く り高 知 県 南 海 ト ラ フ 地 震 に よ る 災 害 に 強 い 地 域 社 会 づ く り高 知 県 南 海 ト ラ フ 地 震 に よ る 災 害 に 強 い 地 域 社 会 づ く り高 知 県 南 海 ト ラ フ 地 震 に よ る 災 害 に 強 い 地 域 社 会 づ く り     

条 例 施 行 規 則条 例 施 行 規 則条 例 施 行 規 則条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則の 一 部 を 改 正 す る 規 則の 一 部 を 改 正 す る 規 則の 一 部 を 改 正 す る 規 則     

高 知 県 南 海 ト ラ フ 地 震 に よ る 災 害 に 強 い 地 域 社 会 づ く り 条 例 施

行 規 則 （ 平 成 20年 高 知 県 規 則 第 32号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 ５ 条 第 １ 号 中 「 情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 」 を 「 児 童 心 理 治 療

施 設 」 に 改 め る 。  

附附附附  則則則則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 29年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規  則  

◎ 高 知 県 南 海 ト ラ フ 地 震 に よ る 災 害 に 強 い 地 域 社 会 づ く

り 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 


